
・水道事業会計 ‐ (款)2 配水及び給水費費 ‐ (項)2 配水及び給水費 ‐ (目)16 手数料　量水器取替
手数料 2,331,546円
・水道事業会計 ‐ (款)1 建設改良費 ‐ (項)1 建設改良費 ‐ (目)2 営業設備費　量水器購入費
1,378,696円

備　 考

項 目

特定財源の名称・金額

令和４年度
経費の内訳

事務事業に係る経費の詳細

予算科目（歳出区分) 会計 款

  うち繰越分↓
3,700,000

  うち繰越分↓
 一般財源(e) 3,679,951

  うち繰越分↓
3,710,242

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
うち受益者負担

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
 その他(d)

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓

財
源
内
訳

 国庫支出金(a)
  うち繰越分↓

 県支出金(b)
  うち繰越分↓

 地方債(c)
  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

3,700,000
  うち繰越分↓

0 0 0

３　事業費の推移と評価対象年度経費

令和３年度 令和４年度（評価対象年度） 令和５年度（見込）

事業費【(a)～(e)の合計】 3,679,951
  うち繰越分↓

3,710,242

事務事業の内容
どのような方法・手段で
事務事業を行ったか

・当該年度に有効期間（8年）を経過する量水器を抽出し、水道量水器製造業者へ見積り、発注する。
・量水器の取り替え工事について、水道使用者（所有者）へ通知する。
・町指定給水装置設置工事事業者へ取り替え工事の説明会を開催し、工事を依頼する。
・取り替え工事予定期間内に量水器を取り替え、新量水器の情報を登録し、新旧量水器の数値を水道使
用料へ反映させる。
・取り替えられた量水器のうちバーター発注個数を、発注した水道量水器製造業者へ引き渡す（再生利
用）。
・閉栓中に有効期限となっている量水器の開始届けがされた場合、速やかな量水器の取り替えを行う。

事務事業の成果
結果・実績はどうか

　計量法で定められた検定有効期限が過ぎ、又は期限が迫った水道メーター（量水器）の交換を計画した
ものについて、交換予定数量を全量交換し令和4年度分が終了した。

令和4年度 水道メーター取替件数 690件

特記事項

２　事務事業の目的・内容・成果

事務事業の対象
具体的に誰(なに)を

給水契約者に貸与された量水器のうち、政令で定められた有効期間
（8年）となるもの

対 象 者
令和4年度検定
期限切れ量水器

事務事業の目的
どのような状態にしたいのか

　水道料金を使用者に請求する場合、量水器が検定有効期限内である必要がある。（計量法施工例第18
条）

事業継続年数 事業開始年度 不明

分野別施策 ２　上下水道の整備 所 属 長 籠島 孝宏

主な施策 １　水道施設の整備 電話番号 79-5340

第２次
総合計画体系

政策目標 ５　快適で便利なまち 担当部署 環境課

根拠法令等 計量法第2条第4項（用語の定義・特定計量器）　計量法施行令第18条（有効期間） ほか

事業実施方法区分

東みよし町 事務事業評価シート 評価年度 令和５年度 事業年度 令和４年度

１　事務事業の概要

事務事業名 水道量水器交換に関する事務 整理番号 1311-022

町直営 全部委託 一部委託 補助金等指定管理

5年以内 6年～10年 11年～20年 21年以上


